
議案第３４号 

 

 

専決処分事項の承認を求めることについて 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、こ

れを報告し、承認を求める。 

 

 

 

令和６年６月１３日提出 

印南町長 日裏 勝己 

  



専決第５号 

 

 

専決処分書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかである

と認め、次のとおり専決処分する。 

 

 

 

令和６年３月３１日 

印南町長 日裏 勝己 

 



 

 

 

令和５年度 印南町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 

 令和５年度 印南町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に

定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ ９３，６０３ 千

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ １，３６３，２６１

千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 



3 1,004,920 △97,570 907,350

1 県補助金 1,004,919 △97,570 907,349

7 3,449 3,967 7,416

3 雑入 3,417 3,967 7,384

1,456,864 △93,603 1,363,261

県支出金

諸収入

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円



2 987,661 △93,923 893,738

1 療養諸費 853,959 △77,928 776,031

2 高額療養費 125,302 △15,755 109,547

4 葬祭諸費 600 60 660

5 傷病手当金諸費 300 △300 0

3 424,083 0 424,083

1 医療給付費分 289,411 0 289,411

9 2,412 320 2,732

1 予備費 2,412 320 2,732

1,456,864 △93,603 1,363,261

保険給付費

国民健康保険事業費納付金

予備費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



１　総　　括

（歳　　入）

3 県支出金 1,004,920 △97,570 907,350

7 諸収入 3,449 3,967 7,416

1,456,864 △93,603 1,363,261歳　　入　　合　　計

 千円  千円

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円










